
別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

①地区内の耕地面積 22.80ｈａ
②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 11.90ｈａ

観音寺市 大野原町有木地区（有木集落） 令和4年3月25日 令和6年3月22日

③地区内における75才以上の農業者の耕作面積の合計 10.94ｈａ
ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 2.11ｈａ
ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 8.83ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0.00ｈａ

注１：③の「〇才以上」には、地域の実情に応じて、５～10年後の農地利用を議論する上で適切な年齢を記載します。
注２：④の面積は、下記の「（参考）中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」
　　　欄の「経営面積」の合計を差し引いた面積を記載します。
注３：アンケート等により、農地中間管理機構の活用や基盤整備の実施、作物生産や鳥獣被害防止対策、災害対策
　　　等に関する意向を把握した場合には、備考欄に地区の現状に関するデータとして記載してください。
注４：プランには、話合いに活用した地図を添付してください。

（備考）

　徳島県に接する中山間地域で、すでに荒廃農地Ｂ判定となった農地が7.07haあり、高齢化率も高くなっている。そん
ななかでも元気よく営農を続ける農業者は存在しているが、一部果樹（蜜柑）等を除き、自家消費用型の作物栽培が
中心となっている。
　現在も耕作している農地を如何に守っていくか、が課題となる。

　有木集落の農地利用は、中山間地域の分散した農地であり、認定農業者や認定新規就農者の経営地はあるものの
主たる経営地区ではなく、入作を希望する認定農業者等を募るのは非現実的であり、定年退職後の親族や地縁者等
の受入れで対応せざるを得ないのが現状で、引き続き地域での話合いを行う中で、展望を探る。

　雲辺寺山頂の曼陀高冷地野菜団地は水利等の耕作条件の問題でほぼ遊休農地となっており、また地元地区の所
有・耕作者もいないため、入作を希望する認定農業者や認定新規就農者の受入れで対応していくしかない。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

注１：中心経営体への農地の集約化に関する将来方針は、対象地区を原則として集落ごとに細分化して作成すること
　　を想定していますが、その「集落」の範囲は、地域の実情に応じて柔軟に設定してください。

注２：「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積
　　を行うことが確実と市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している
　　経営体等が位置付けられます。

注：本様式は参考ですので、地域の話合いの結果に応じて、積極的に記載する項目を追加してください。



（参考）　中心経営体
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到達 水稲・露地野菜 1.14 水稲・露地野菜 1.14 有木集落

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向
※経営面積は現状面積を含む

到達 水稲・露地野菜 0.41 水稲・露地野菜 0.41 有木集落
認農法 肥育牛 0.26 肥育牛 0.26 有木集落
認農 水稲・露地野菜 0.13 水稲・露地野菜 0.13 有木集落
到達 米麦・露地野菜 0.40 米麦・露地野菜 0.40 有木集落
認農 水稲・露地野菜 0.10 水稲・露地野菜 0.10 有木集落
認農法 水稲・露地野菜 0.45 水稲・露地野菜 0.45 有木集落
認農法 水稲・露地野菜 1.52 水稲・露地野菜 1.52 有木集落
認農法 酪農・肉用牛 0.18 酪農・肉用牛 0.18 有木集落

計 9経営体 4.59 4.59
注１：「属性」欄には、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」、認定新規就農者は「認就」、
　　法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断する集落営農は「集」、基本構想水準到達者は
　　「到達」と記載します。
注２：「今後の農地の引受けの意向」欄については、現状からおおむね５年から10年後の意向を記載します。
注３：「経営面積」欄には、プランの対象地区内における中心経営体の経営面積を記載します。
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４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

（参考）　農地の貸付け等の意向（任意記載事項）
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計

貸付け等の区分（㎡）

■農地の貸付け等の意向
　経営縮小等の意向が確認された農地は、29筆、22,669㎡となっている。

■農地中間管理機構の活用方針
　耕作条件が厳しく、機構の取扱いがないため、これまで集落の大半が利用を考えていなかったが、今後は中心経営体が
病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農地の一時保全管理や新
たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じた貸付けを進めていく。

■基盤整備への取組方針
　離農に直結する老朽化した農道の補修・維持管理は行政の補助事業等も活用し、順次行っていく。園内作業道の整
備は現状補助対象でないが、作業の効率化・省力化のためには必須であり、路網整備に向けた方策を検討していく。

■鳥獣被害防止対策の取組方針
　イノシシ被害が顕著で、営農意欲を削ぐ大きな要因ともなっており、市や農業共済組合の補助制度を活用し、侵入防
止柵の設置等の面積を拡大するなどして対策していく。

■新規・特産化作物の導入方針
　　後継者が営農を行うためには、儲かる農業でないと困難。隣接する海老済・打木地区を中心に、比較的労力が少な
く収益性の高い花松やシキビ等の枝物作物の生産に向け、海老済集落の協力のもと取り組む。

　高齢化に伴い、農道や畦畔等の維持管理も困難となってきている。中山間地域の集落協定（落合地区）も継続困
難となり久しい。集落自体の存続を一体的に話し合っていく必要がある。

農地の所在（地番）
貸付け 作業委託 売渡

0.00
注：農業委員・農地利用最適化推進委員が農地の貸付け等の意向を確認した面積を農地利用最適化交付金の
　成果実績払いの対象とする場合には、人・農地プランにおいて地番、面積を記載することが必要です。

（留意事項）
　本様式をそのまま公表様式として活用する場合には、中心経営体の氏名等特定の個人が識別される情報が含まれること
から、本人の同意を得る等個人情報保護条例等に抵触しないよう留意してください。
　なお、本人の同意が得られない場合には、その方の氏名を伏せるなど、個人が識別されないよう留意してください。


